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政
治
倫
理
条
例
案
を
可
決

来
月
施
行
不
当
要
求
を
防
止

福島町議会

【
福
島
】
定
例
町
議
会

は
十
一
日
、
町
議
の
守
る

べ
き
政
治
倫
理
基
準
是

め
た
「
町
議
の
不
当
要
求

行
為
等
を
防
止
す
る
条
例

案
」
を
可
決
し
た
。
七
月

一
日
に
施
行
す
る
。

条
例
で
は
政
治
倫
理
基

準
に
①
不
正
の
疑
惑
を
持

た
れ
る
金
品
の
授
受
を
し

な
い
②
町
が
行
う
契
約
な

ど
に
関
し
、
特
定
の
者
の

た
め
に
有
利
な
取
り
扱
い

を
す
る
よ
う
働
き
か
け
な

い
③
町
職
員
の
採
用
や
昇

任
に
つ
い
て
不
正
な
働
き

か
け
を
し
な
い
ー
な
ど
を

盛
り
込
ん
だ
。

町
議
に
基
準
違
反
の
疑

い
が
あ
っ
た
場
合
、
議
長

は
議
会
運
営
萎
貞
会
に
諮

る
。
同
委
で
調
べ
た
上
で
、

必
要
が
あ
れ
ば
懲
罰
委
員

会
を
設
直
し
、
処
分
を
決

め
る
。
満
都
幸
碁
議
長
は

「
条
例
が
抑
止
効
果
に
な

れ
ば
」
と
話
す
。

一
方
、
町
側
も
政
治
家

や
企
業
か
ら
町
の
事
務
事

業
に
つ
い
て
強
要
な
ど
を

受
け
た
場
合
、
記
録
に
残

し
、
情
報
公
開
請
求
の
対

象
と
す
る
こ
と
を
定
め
た

要
綱
を
つ
く
り
、
七
月
一

日
か
ら
施
行
す
る
。

同
様
の
条
例
は
、
恩
振

管
内
白
老
町
や
根
室
市
で

制
定
さ
れ
て
い
る
。

定
例
会
で
は
こ
の
ほ

か
、
千
七
十
万
円
を
追
加

し
、
総
額
二
十
九
億
四
千

七
百
五
十
七
万
円
と
す
る

太
年
度
一
般
会
計
補
正
予

算
案
な
ど
議
案
三
件
を
原

案
通
り
可
決
、
意
見
書
案

一
件
を
可
決
し
、
休
会
し

た
。

（
満
園
徹
）
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